
No.2023-001

2023年4月5日

≪少子化研究シリーズ No.８≫

児童手当の多子加算強化の効果は期待薄
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（１）政府は、少子化対策の推進に向けて、児童手当等の多子加算を強化する方針。しかし、多子
世帯優遇が重視される背景には、少子化の課題認識において、「多子世帯（3子以上）の割合が低
下している（一人っ子の割合が高まっている）」という事実誤認がある可能性。

（２）実際には、わが国では、50年以上にわたり出生順位別出生数の構成比に大きな変化はみられて
いない（図表1）。多子世帯比率の低下という認識は、団塊の世代の出生当時との比較によるもの。
子細にみると、少子化のペースが加速した2015年以降は、第3子以上の比率が16.3％（2015年）か
ら17.7％（2021年）に上昇。同期間、第1子の構成比率の低下が顕著であり、むしろ結婚・出産に
至らない世帯が増えていることが最大の問題。

（３）有子世帯の所得分布において、低所得層が減少、中高所得層が増加（図表２）。全世帯の所得
分布には変化がみられないことから、低所得層が出産を諦め、中高所得世帯に出産が偏る傾向は明
らか。一生結婚するつもりのない未婚者も、低所得、雇用が不安定な層に偏在（図表３）。
低所得層の結婚・出産に向けた意欲の低下が、少子化加速（図表４）の最大の要因。

（４）低所得層に恩恵の少ない児童手当の多子加算は、さらなる所得格差の拡大を助長するだけでな
く、子の有無による若年世代の分断も招きかねない。女性の社会進出の観点からも、過度な多子優
遇は疑問。児童手当の多子加算の実効は乏しく、若い世代の賃上げや雇用の安定化を重視すべき。

https://www.jri.co.jp 
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（図表２）有子世帯の所得分布

（資料）厚生労働省「国民生活基礎調査」（資料）厚生労働省「2021年人口動態統計確定数」

（図表１）出生順位別出生比率の推移
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（図表３）一生結婚するつもりのない未婚者の割合

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「2015年出生動向基本調査」
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（図表４）出生数・婚姻数の推移

（資料）厚生労働省「人口動態統計」

（注）確定数ベース。2022年の推計値は、筆者試算。


